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挑戦しよう。 

ちょっぴり怖いけど、 

それでも前に進もう。 

新しい世界へ一歩踏み出そう｡ 

        書道家 

              武田 双雲   
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新年のご挨拶 

▲(左から)生駒専務理事、古瀬副会頭、堀井会頭、中川副会頭、岩見副会頭 

 新年明けましておめでとうございます。 

 会員の皆様方におかれましては、益々ご健

勝で晴れやかな素晴らしい新年をお迎えのこ

とと心からお慶び申し上げます。また、平素

は商工会議所の様々な事業活動にご支援ご協

力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、昨年は、新型コロナウイルスが全世

界に拡大し、日本経済、そして城陽におきま

してもあらゆる業種に甚大な影響を及ぼし、

これまでに我々が経験したオイルショックやリーマンショックと

は比べものにならない事態となり、今なお、感染拡大が収まる糸

口が見えない状況です。会員の皆様におかれましては、経済活動

の悪化という事態の中で営業自粛や休業要請にご協力頂きつつ事

業の継続に尽力いただいており、また今後は感染症の拡大防止と

社会経済活動を両立させながら本来の地域経済の回復を目指す新

たなステージに進まなければならないというような状況下にあり

ます。当商工会議所でも、｢産業まつり｣や｢会員大会｣をはじめと

した例年開催しております多くの事業について中止の決断をせざ

るを得なくなり、どのような形で会員の皆様に寄り添うことがで

きるのかを思案し、今後の感染症拡大防止の観点から｢非接触型体

温計｣を配布し、皆様のご意見を頂戴するためのアンケートを行い

ました。 

 また、｢新型コロナウイルス特別相談窓口｣の開設や各種補助

金、助成金、給付金等の申請や、緊急融資への迅速な対応など会

員の皆様に寄り添った伴走型支援を継続的に行ってまいりまし

た。感染症の拡大により今までにない打撃を受けておられる小売

業者支援のため一口目の参加料を無料とした｢わくわくセール｣や

｢大謝恩フェア｣に併せてのクーポンブック発行や、タウン情報誌

として「城陽日和」特別号の発行をいたしました。加えて城陽市

より委託を受けました｢城陽市プレミアム付き商品券｣の発行など

により地域経済の支援を行っております。       〈次頁へ続く〉 

新年は令和3年1月4日(月)9時からです。ご理解･ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

令
和
三
年 

元
旦 

 
城陽商工会議所 

会頭 堀井 美郎 
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 ～逆境のときこそ、 

     力を尽くす～ 
 明けましておめでとうご

ざいます。 

 2021年の新春を迎え、謹

んでお慶び申しあげます。 

 さて、昨年1月にわが国

で初めての新型コロナウイ

ルス感染者が報告されてから、早くも1年が経と

うとしています。コロナ禍にあっても、今なお

必死に経営努力を続けておられる皆さまに深く

敬意を表するとともに、われわれ全国515の商工

会議所は、今年も一丸となって事業者の皆さま

と地域経済の発展のために力を尽くしてまいり

ます。 

 さて､わが国経済全体は､緊急事態宣言が発令

された昨年4－6月期のGDPがリーマンショック時

を超える戦後最大の落ち込みを記録した後､7－9

月期には持ち直しの動きへと転じました｡しか

し､秋以降に再び感染が拡大する中､その後の回

復に向けた足取りは依然として重いままです。 

 一方、コロナ禍を通じて、政府･民間を含めた

国全体としてのデジタル化の遅れ、過度な大都

市集中のリスクと適切な地方分散化の必要性、

危機下における医療提供体制のあり方、中央と

地方の権限分担のあり方など、日本の多くの課

題が浮き彫りとなりました。また何よりも｢強く

豊かな国でなければ国民を守れない｣ということ

に皆が気付いたのではないでしょうか。激甚化

する自然災害、新たなパンデミック、地政学上

の混乱等は今後も起こり得るものであり、わが

国がそのような不確実性の中を生き抜いていく

ためには、不確実性を吸収できるバッファとし

ての｢戦略的ゆとり｣が不可欠であります。 

 昨年の菅政権発足以降、私は政府に対してこ

の｢戦略的ゆとり｣を持つ必要性、またそのため

にも経済成長が欠かせないものであることを訴

えてきました。経済成長は労働投入×資本投入

×全要素生産性で定義されます。これまでの深

刻な人手不足の中で、女性や高齢者など労働参

加が大いに進みました。しかしさらなる労働参

加率の向上には限界があり、将来不安により消

費が伸び悩む中では国内での新たな設備投資に

よる資本蓄積も多くは望めません。従って、わ

が国の経済成長のためには、残る｢生産性の向

上｣が必須なのです。 

 一国の生産性は｢一人当たりGDP｣で表されます

が、日本は2018年時点で世界第31位に甘んじて

います。｢一人当たりGDP｣は国民一人当たりの豊

かさだけでなく、効率的に働き得られた余暇を

人との繋がりに充てることで、幸福度を向上さ

せる指標にもなることから、私はこれを日本の

新たな国家目標に据え、その引き上げのために

皆で知恵を絞り、汗をかくべきだと考えます。 

 日本全体の生産性向上のために、商工会議所

は、以下の3点に取り組んでまいります。第一

は、コロナ禍への対応支援です。 

                               <次頁へ続く>  

 

 

〈前頁より〉本年も引き続き厳しい環境下にあ

る地域商工業の経営を積極的に支援し、地域経

済の発展に努めてまいります。 

 商工会議所の根幹であります、地区内におけ

る商工業を営む事業者への総合的な経営改善に

対する支援につきましては、“がんばる小規模

事業者への積極的な支援”を掲げ、経営支援員

が事業者に寄り添った伴走型支援を推進してま

いりますので、お気軽にご利用いただきたいと

存じます。また、人材･労働力確保のための支援

の強化、従来から継続して行っております“地

域ブランド振興による地域経済活性化”を目指

した、農商工連携･6次産業化の推進のための商

品開発や販路開拓による、城陽独自のブランド

力の強化に努め、ビジネスモデルの確立を目指

してまいります。地場産業である金銀糸の活性

化につきましては、引き続き｢燦彩糸プロジェク

ト｣として燦彩糸協議会への支援を取り組んでま

いります。 

 本市を取り巻く環境におきましては、2023年

度の新名神高速道路全線開通に向けNEXCO西日本

により着々と建設工事が進んでおり、開通にあ

わせたまちにとっての大きな好機を活かすため

数々の大規模プロジェクトが進行しており、当

市に多くの企業が進出し順次操業を開始してお

ります。また、東部丘陵地の開発整備、スマー

トインターチェンジの設置、アウトレットモー

ルの進出など城陽のまちの将来の発展に向け大

きく変貌する大切な時期であり､商工会議所とし

ましてもこれらの整備促進に､行政はじめ関係機

関と連携しながら、地域の活性化に最大限努力

して行かなければならないと考えております。 

 最後になりましたが、会員各位の益々のご健

勝とご多幸、そして事業のご発展をご祈念申し

上げまして年頭のご挨拶といたします。 

 

日本商工会議所 

会頭 三村 明夫 
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<前頁より>環境変化に対して、柔軟に素早く対

応できることが中小企業経営者の強みであり、

コロナを契機として新製品やサービス開発、業

態転換、ＥⅭ等も活用した国内外への販路開拓

などに積極果敢に挑戦する経営者を、しっかり

と後押ししてまいりたいと思います。 

 第二は、デジタル化を通じた生産性向上で

す。コロナ禍で初めてテレワークを体験し、デ

ジタル技術の有用性に気付いた経営者も多いと

思います。また、国や地方公共団体が今後デジ

タル化を進める中で、民間企業側もそれに対応

していく必要があります。まずは身の丈に合っ

た、低コストで利用可能なIT導入から始め、

徐々にステップアップするなど、IT導入補助金

等の支援策もフル活用し、中小企業のデジタル

化を推進してまいります。 

 第三は、取引適正化です。大企業と中小企業

が強固に結び付いた日本経済の強さは、大中小

の石が組み合わさって風雪に耐える｢石垣｣に例

えられてきました。しかし、その石垣も修復、

再構築する時期に来ています。サプライチェー

ン全体のデジタル化により効率性を高め、コス

トアップや付加価値をフェアに分け合い取引価

格の適正化を図る｢大企業と中小企業の新たな共

存共栄関係｣の構築が必要です。商工会議所は、

この趣旨に賛同した企業による｢パートナーシッ

プ構築宣言｣の宣言企業が1,000社を超えるよ

う、積極的に後押ししてまいります。 

 加えて､本年いよいよ開催が見込まれる東京オ

リンピック･パラリンピックを、復興五輪である

と同時に、感染拡大防止と社会経済活動を両立

させる具体的なプロジェクトとして位置付け､国

民運動を盛り上げていきたいと考えております｡ 

 最後に、近代日本資本主義の父であり、東京

商工会議所初代会頭の渋沢栄一翁は、関東大震

災の混乱の渦中にあっても「逆境のときこそ、

力を尽くす」自らの信念によって、晩年にあっ

てなお、わが国を立て直すべく精力的に奔走さ

れました。渋沢翁の意志を受け継ぎ、今年も日

本商工会議所は全国のネットワークを最大限活

用し、中小企業と地域の発展、日本経済の再生

に向けて、先頭に立って頑張ってまいります。

皆さまの多大なるご支援、ご協力をお願いし、

私の年頭あいさつとさせていただきます。  

 

夢や希望を持てる未来へ 

  上を向いて歩もう 
 あけましておめでとう

ございます。府民の皆さ

まにおかれましては、つ

つがなく新しい年をお迎

えのこととお慶び申し上

げます。 

 昨年は、新型コロナウイルス感染症によっ

て、府民生活や社会経済活動がかつて経験した

ことのない甚大な影響を受けた年でありました｡

さまざまな困難の中、感染拡大防止にご協力を

頂いているすべての府民の皆さま、事業者の皆

さま、医療従事者をはじめ関係の皆さまに、心

から感謝と敬意を表する次第であります。 

  人類は長い歴史において幾度となく感染症の

脅威にさらされながら､必ず乗り越えてきました 

 ｢下を向いていては、虹を見つけることはでき

ない  〜 You’ll  never  find  a  rainbow  if 

you’re looking down〜｣ 

 これは世界の喜劇王、チャールズ・チャップ

リンの言葉です。コロナ禍を乗り越えた先にあ

る、未来に夢や希望を持てる新しい京都に向

かって、われわれは上を向いて歩んで行かなけ

ればなりません。そのための足元固めとして、

医療･検査体制については関係機関の協力のも

と、京都府が責任を持って対応してまいりま

す。また、地域経済に活力を取り戻し、府民の

皆さまの生活と雇用をしっかりと守ってまいり

ます。その上で、京都府総合計画に掲げた将来

像の実現に向けて、府民の皆さまが実感できる

積極的な施策を推進し、全庁一丸となって取り

組みをさらに加速させていく所存です。 

 いよいよ本年には｢東京2020オリンピック･パ

ラリンピック競技大会｣が、翌年には｢ワールド

マスターズゲームズ2021関西｣が開催されます。

人類が新型コロナを克服した証しとして大会を

成功に導き、さらには2022年度中の文化庁の全

面的な移転など、京都の持つ文化の力で、地域

の隅々まで光が満ちるように元気な未来を築い

てまいります。 

 本年は丑年。牛の歩みも千里と申すように、

一歩一歩、力強く歩みを進め、成功を導く年と

されています。地域に子どもたちの笑い声が響

き、すべての府民が笑顔で過ごせる京都を実現

するため、皆さまと共に歩んでまいりたいと

願っております。 

 皆さまにとりまして、本年が健やかで幸多き

一年でありますよう心からお祈り申し上げ、新

年のごあいさつといたします。 

 

。 

あした 

 

京都府知事 

 西脇 隆俊 
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 新年おめでとうございます。 

 みなさま方におかれましては､

令和3年の新春をお迎えのことと

心よりお慶び申し上げます｡ 

 市内唯一の総合経済団体であ

る城陽商工会議所におかれまし

ては、本市産業の振興と発展に

日夜ご尽力いただき、深甚なる

敬意と感謝を申し上げる次第で

あります。 

 昨年来、新型コロナウイルスが猛威をふる

い、世界中で人々の日常生活を脅かし、社会経

済にも深刻な影響を与えております。市内事業

所のみなさまにおかれましても、経験したこと

のない事態に直面され、非常に厳しい状況であ

るとのお声をお聞きしております。 

 市といたしましては、コロナ禍で経営状態が

悪化した事業者のみなさまの声に耳を傾けなが

ら、寄り添い、しっかりと支援事業を展開して

まいりますとともに、国・府とも連携しなが

ら、市内事業者のみなさまへの支援を継続的に

行ってまいる所存でございます。 

 さて、本市では、新名神高速道路の令和5年度

末の全線開通に向け、高架橋の工事が着々と進

んでおり、街並みが大きく変化しています。 

 東部丘陵地の長池先行整備地区では、昨年7月

に京都府から工事の許認可が下り、プレミアム･

アウトレットの整備工事が進むほか、青谷先行

整備地区においても、物流拠点の開発に係る基

本構想の届出があるなど、東部丘陵地の活性化

に向けた取組が動き出しております。また、近

鉄寺田駅西側につきましては、駅前広場の整備

を今年3月の完成に向けて進め、JR山城青谷駅に

おいても、駅舎橋上化や自由通路、東西駅前広

場の整備を、令和4年度末の供用開始に向けて進

めております。さらに府立木津川運動公園(北側

区域)につきましても、基本計画の中間案が作ら

れたことに伴い、市民のみなさまからのご意見

をお寄せいただいているところでございます。 

 これらの大規模なプロジェクトが進行する

中、本市の産業振興指針、｢京都城陽産業かがや

きビジョン｣に基づき、各種施策を一歩ずつ着実

に進め、城陽市のさらなる飛躍を目指し、新た

な城陽｢NEW城陽｣の実現に向けて、すべての関係

者と連携して産業振興に取り組んでまいりま

す。引き続き、本市行政、とりわけ産業振興に

お力添えを賜りますようお願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症の収束を願い、新

しい年がみなさまにとりまして、活力に満ち、

より良い年でありますことをご祈念申し上げ、

新年のご挨拶といたします。  

 城陽市長 

 奥田 敏晴 

ご来所のお客様へ(お断り)  
国道24号線の拡幅工事並びに当館駐輪場の整備工事を実

施しています。工事に伴い敷地内の一部を閉鎖してお

り、自動車の乗り入れはできません。ご不便をお掛け致

しますが、ご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます｡          

    (工事期間:令和3年3月31日(水)まで) 
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令和３年度 商工業振興施策を奥田市長へ要望！ 

 

 12月8日(火)奥田敏晴市長と当所役員の懇談会を開催、令和3年

度商工業振興施策について、城陽市の次年度事業計画･予算に反映

していただくよう要望を行いました。 

 管内商工業者を取巻く環境は依然として厳しい状況が続いてい

るなか、城陽市と当所の連携を密にし、地域商工業の発展と地域

活性化に向け、積極的に取り組んでいくことを確認し、有意義な

意見交換を行いました。 

 令和3年度商工業振興施策要望項目は以下のとおりです。 ▲堀井会頭(右)から奥田市長へ要望書を提出 

令和３年度 商工業振興施策要望項目 

A.活気あるまちづくりのための施策について 

 1.新名神高速道路(大津･城陽間)を地域産業活性化につなげる取り組みについて 

  ①城陽井手木津川バイパスの早期整備について 

  ②寺田新池交差点から宇治田原間の側道の整備促進について 

  ③建設工事に伴う地元業者の受注機会の向上について 

  ④東部丘陵地整備計画に基づく整備促進について 

  ⑤木津川運動公園北区域の早期整備について 

 2.JR奈良線の全線複線化実現に向けた継続的な取り組みについて 

 3.駅周辺整備促進について 

  ①近鉄寺田駅周辺の早期整備について 

  ②JR山城青谷駅周辺の整備促進について 

  ③JR長池駅周辺の整備促進について 

 

B.産業振興のための施策について 

 1.新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受ける事業者への支援について 

 2.道の駅等観光･商業ゾーン創りについて 

 3.アウトレットモール内への地元企業出店要望について 

 4.農商工連携の取組に対する支援について 

 5.労働力確保のための企業説明会に係る支援等の充実 

 6.若者のUターン就職促進への取り組みについて 

 7.地場産業の金銀糸業界活性化に対する支援について 

 8.城陽ブランド力の強化を図る取組に対する支援について 

 9.公共工事や物品購入時の地元事業者の積極的な活用について 

 10.市内小売業者の振興と活性化に向けた事業に対する支援について 

  ①｢ＪＯＹＯスクラッチ＆クーポンわくわくセール｣の継続支援 

  ②｢城陽市大謝恩フェア｣｢城陽日和｣発行への継続支援 

  ③まちなか商店街にぎわいづくり事業への継続支援 

 11.創業支援ネットワーク｢城陽チャレンジスクエア｣事業への支援について 

 12.商工業振興事業費補助制度の継続 

 13.マル経融資制度に対する利子補給制度の継続 

 14.特定退職金制度に対する補助制度の継続 

 

C.商工会議所組織強化への支援について 

 1.市内商工業者の商工業団体並びに商工会議所への加入促進について 

 2.産業会館の設備改善について  
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新型コロナウイルス感染症対策WEBセミナー配信中!!是非ご覧ください。 

新型コロナウイルス感染症関連支援策 

対象者 小規模事業者 

対象経費 
①機械装置等費②広報費③展示会等出展費④旅費⑤開発費⑥資料購入費⑦雑役務費⑧借

料⑨専門家謝金⑩専門家旅費⑪車両購入費⑫設備処分費⑬委託費⑭外注費 

補助率 2/3以内(上限額50万円) 

締 切 第4回締切2021年2月5日(金) 

お問合せ 
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局 ℡03-6447-2389  

ホームページhttps://r1.jizokukahojokin.info/  

【国補助金】小規模事業者持続化補助金【一般型】 

対象者 国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人。 

対象経費 
機械装置･システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用

費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 

補助率 

[通常枠]中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内(上限額1,000万円) 

[特別枠]A類型2/3 B･C類型3/4 

[事業再開枠]定額10/10(上限額50万円) 

締 切 第5次締切2021年2月19日(金) 

お問合せ 
ものづくり補助金事務局サポートセンター ℡050-8880-4053 

ホームページhttp://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html  

【国補助金】ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金 

【府補助金】就労環境改善アドバイザー派遣 

相談内容 ･時間外労働時間の削減や勤務制度の整備 ･在宅勤務など多様な働き方の制度整備 等 

派遣回数 原則2回(1回2時間程度) 無料 

申込方法 ｢アドバイザー派遣申込書｣に必要事項をご記入の上、FAX(075-417-1880)にて申込 

締 切 2021年3月11日(木) 

お問合せ 
京都府社会保険労務士会 ℡075-417-1881 

京都市上京区今出川通新町下る  

対象者 
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収

入が50％以上減少した月が存在すること。 

給付額 
<法人>最大200万円 <個人事業者>最大100万円 

※昨年1年間の売上からの減少分が上限となる。 

必要書類 □確定申告書類 □2020年分の対象月の売上台帳等 □通帳 □本人確認書(個人のみ) 

【国給付金】持続化給付金 

申請期限 2021年1月15日(金)まで 【国給付金】家賃支援給付金 

対象者 

テナント事業者のうち、2020年5月～12月において以下のいずれかに該当する事業者。 

①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比50％以上減少 

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比30％以上減少  

給付額 
<法人>最大600万円 <個人事業者>最大300万円 

※支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍 

必要書類 
□確定申告書類 □対象月の売上台帳等 □賃貸借契約書 □直前3ヶ月間の賃料支払

い証明 □通帳 □本人確認書(個人のみ) □誓約書 

申請ｻﾎﾟｰﾄ  

申請ｻﾎﾟｰﾄ  申請期限 2021年1月15日(金)まで 



令和3年1月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第429号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 経営に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

 

対象者 

･城陽市内で最近1年以上営業している方。･従業員が20人以下(商業･サービス業(宿泊業

および娯楽業を除く)は5人以下)の方。･確定申告を行い、法人税･所得税･事業税･住民

税について、完納している方。･日本政策金融金庫の融資対象業種の方。･従前から当所

の経営指導を6か月以上受けている方。 

限度額 2,000万円 

返済期間 運転資金:7年以内(据置1年以内)/設備資金:10年以内(据置2年以内) 

金 利 1.21％(令和2年11月2日現在) ※3年間利子補給有り 

担 保 保証人なし･担保不要 

お問合せ 城陽商工会議所 ℡0774-52-6866 

【融資】マル経融資(小規模事業者経営改善資金) 

【融資】マル経融資コロナ別枠(小規模事業者経営改善資金) 

対象者 
上記対象者であり、この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売

上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少している方。 

限度額 1,000万円 

返済期間 運転資金 7年以内(据置3年以内)/設備資金 10年以内(据置4年以内) 

金 利 【当初3年間】1.21％-0.9％(令和2年11月2日現在) ※3年間利子補給有り 

担 保 保証人なし･担保不要 

お問合せ 城陽商工会議所 ℡0774-52-6866 

対象者 
市内に事業所を有する事業者で、対象期間中に市内事業所で新たに城陽市民(2箇月以上

市内在住)を雇用し、申請時に2箇月以上雇用を継続している事業者。  

補助額 

1事業者あたり10万円(期間中1回限り)  

※市内に事業所を複数有している場合でも、1事業者としてカウントします。 

※2人以上雇用した場合でも、1事業者あたり10万円です。 

期 間 対象期間は2020年6月1日(月)～11月30日(月)まで 

お問合せ 
城陽市まちづくり活性部 商工観光課 

℡0774-56-4018 

【市補助金】城陽働く力おうえん補助金 

対象者 

①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 

②資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 

③常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 

軽減率 
2020年2月～10月までの連続3カ月間の事業収入の減少率に応じ0または1/2とします。 

･前年同期比で50％以上の減少→0 ･前年同期比で30%以上50％未満の減少 →1/2 

必要書類 

①(共通)｢新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産

に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書｣(当所等認定

経営革新等支援機関による確認を受けたもの)/事業収入の減少を証明する書類(会計帳

簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)②(事業用家屋)事業用家屋の特例対象資産

一覧/特例対象資産の事業専用割合がわかる資料(青色申告決算書、収支内訳書の写し

等)③(償却資産)令和3年度償却資産申告書 

お問合せ 
城陽市総務部 税務課資産税係 

℡0774-56-4022  

【市税軽減】事業用家屋･償却資産に係る固定資産税等 
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申請期限 2021年1月31日(日)まで 
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 昨年は世界中が新型コロナ感染症に振り回さ

れ、対策に追われ、終わりの見えない道のりに

疲弊感を募らせていった年だったということに

なるでしょうか。年を越え、2021年になって

も、社会全体が少しずつ基礎体力を奪われて、

目の前のことに一生懸命で他人のことなどか

まっていられない、自分だけはなんとか生きの

びよう、と殺伐とした人間関係を生みやすい状

況が続いているように思います。 

 しかし、そういうときにこそ、人生は生きる

に値する、価値のあるものだということに今一

度思いをはせてみたいと思うのです。このこと

を考えるとき、私はいつも思い浮かべる話があ

ります。 

「あなたが高い崖っぷちに立っていて､足を滑ら

せてしまって落ちてしまったとします。もうあ

とは､どんなにあがいても死ぬしかありません。

そのとき、人間にしかできない落ち方があると

いいます。それはどんな落ち方でしょうか？」 

 みなさんはどんなことを思われるでしょう

か。今までいろんな方にお聞きしてきました

が、本当にひとそれぞれいろいろお答えになら

れます。大声をあげて叫びながら落ちる。一回

転して落ちる。気を失ってしまって知らぬ間に

落ちる。どれもその人らしい落ち方です。 

 この話は同業の先輩から教えてもらいまし

た。そのとき先輩が言われたのは「どうせ落ち

るのなら、自分から積極的に落ちてみようとす

ること」が人間にはできる、ということでし

た。自分でなんともできない事態なのでいやい

やそのときを過ごすというのではなく、どうせ

なんともできないなら、どんなふうなことを自

分が体験するのか、積極的に最後まで味わって

みよう。そんな態度をもつことができるのは人

間の特権だというわけです。 

 病気になったとき、熱が出てつらい、身体が

だるい、となりますが、それはからだが自分の

バランスを回復しようとする働きです。そうだ

とすると、どんなふうに自分はこの病気を体験

するのか、熱が出たということを避けようとす

ぐにせず、こんなふうに自分の身体は生きよう

としている、面白いことだなあ、とちょっと楽

しんでみるという姿勢が大事になります。 

 社会的、経済的な苦境に立たされたときも、

そんな状況に自分はどんなふうに反応して生き

ようとするのだろうか、それを味わい、どうせ

そこを突っ切らねばならないなら、その状況を

必死で生きようとする自分を楽しんでみる。 

 すると不思議なことに、その苦境や病気は大

変だとしても、そのことに巻き込まれない自分

がそこに生まれてきます。どんな状況にいる自

分であっても、人はその自分を慈しみ、その状

況を生きてみようと思えるのです。自分を慈し

む力は、同時に他の人を慈しむ力に変わってい

きます。そうやってともに慈しみ、楽しみあう

ことができると、この世界の基礎体力は少しず

つ回復するにちがいありません。みなさん、そ

れぞれご自分を積極的に生きてみようではあり

ませんか。 

◇濱野 清志／はまの きよし 

1956年神戸生まれ｡京都大学法

学部および教育学部を卒業後､

大学院で臨床心理学を学ぶ。

京都大学助手､九州大学助教授

を経て現在､京都文教大学臨床

心理学部教授。臨床心理士。

気の研究によって京都大学博士(教育学)を取

得。大学で趣味と実益を兼ねて気功教室を主催

しています。 

～ 京 都 の 新 し い 縁 起 物 ～ 
燦彩糸（さんさいし）プロジェクトが金銀糸を活用し商品開発

を行ったアイテムがインターネットでご購入頂けます！ 

 

 

 

 

 

   

燦彩糸ホームページ https://sansaishi.kyoto.jp/ 
京山城燦彩糸協議会 電話 52-6866(城陽商工会議所内) 

多くの幸運アイテムをご用意しております 
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 JR名古屋駅からJR中央線に乗車し、20分ほど

の勝川駅で下車、そこから車で15分ほど行った

場所に株式会社ISOWAという社名の中堅企業があ

ります。 

 主事業は、段ボールを製造する機械の設計･製

作･販売、さらにはメンテナンスなど付帯業務一

切を請け負う、段ボールに関する世界有数のワ

ンストップ企業です。段ボール製造ラインの一

部を担う企業は数社ありますが、フルライン製

造可能な企業は、国内では大手企業のM社と同社

しかなく、ほぼ市場を折半しています。商品は

全て仕様の異なる特注であり、かつライン丸ご

と受注ということもあり、1件の受注金額はほと

んどが億単位の高額となります。 

 同社の創業は、現社長である磯輪英之氏の祖

父･磯輪源一氏が、100年前の1920年、個人の鉄

工所として、名古屋市内の自宅の倉庫でスター

トしています。その後、工場が手狭になるとと

もに、企業の将来のために、65年、現在地の春

日井市に移転しました。 

 元々は紙箱を製造する機械メーカーでした

が、その後、その技術が応用でき、かつ将来性

を見込み、準備と努力を重ね、50年頃からは、

現在の主製品に本格参入しました。その後、現

社長の父、そして叔父と継ぎ、2001年からは現

社長が就任し同社をけん引しています。 

 現在の社員数は274人、海外での評価もすこぶ

る高いグローカル企業として、この分野では著

名な企業に成長発展しています。その要因は

多々ありますが、あえて2点挙げるとすれば、一

つは、類いまれなダンボール機械の開発製造技

術者であった先代社長(磯輪英一)を中核とした

新技術・新製品開発へのあくなき挑戦であった

と思います。｢イノベーションなくして企業の成

長なし｣とはよくいわれますが、小規模企業のこ

ろから、下請けに甘んじない、こうした経営姿

勢こそが同社の成長発展の要因だと思います。 

 そしてもう一つは、現社長が、明文化した経

営理念と、理念に基づく経営の実践のため、｢制

度より風土｣つまり良い社風(いい風が流れてい

る企業)の企業づくりに、全社員一体となってま

い進してきたからだと思います。 

 もとより、ここまで来る道のりは、決して順

風満帆ではありませんでした。それどころか、

尋常な努力と苦労ではなかったと思います。 

 しかしながら、ゆっくりではありますが、着

実に、高らかに掲げた経営理念と、背中と心で

示し続けたリーダーシップが全社員や支える家

族の共感を呼び、｢いい企業｣をつくり上げたの

でした。ちなみに、同社の経営理念は｢自分と自

分の愛する家族のために働ける世界一社風の良

い会社を目指す｣です。 

会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 
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ご意見やご提案を募集しています(お願い) 

木津川運動公園の北側区域(未整備)について、供

用中の南側区域と一体となった魅力溢れる都市公

園を目指し、新たな｢府立木津川運動公園(北側区

域)の基本計画｣の中間案を作成しました。これに対

し多くの府民の皆様からのご意見やご提案を募集

しています｡（募集期間:令和3.1.15金までに必着） 
詳しくは京都府都市計画課HPをご覧ください｡ 
URL http://www.pref.kyoto.jp/koen/kidugawa.html 
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商品・サービスのＰＲには｢チラシ同封サービス｣をご覧ください。 

 2020年は新型コロナウイルスの影響で、衣食

住、それに働き方、遊び方、学び方がどれも大

きな変化を強いられました。この1年のヒット商

品や流行語を振り返る企画があれこれ出てきま

したが、ほとんどが密接、密集、密閉の3密に配

慮して、その逆をいくアンチ3密とステイホーム

に関係あるものが選ばれています。 

 ｢密接｣の逆は例えば非接触で､お金を触らない

キャッシュレス化が進んだり､店舗でモノを買う

よりネット通販の利用が増えたりするというこ

とです｡人が集まる｢密集｣の逆では、会議がリ

モートになったり､飲み会もオンラインになった

りなど｡｢密閉｣の逆は換気の良いオープンな環境

やアウトドアで､特にファミリー層ではキャンプ

など屋外のアクティビティーがはやりました。 

 ステイホームでは、自宅で過ごす時間が増え

て、一つは環境整備の面で、家具や家電が売

れ、掃除や不要品を整理する断捨離に取り組む

人が増えました。また自宅時間を過ごすエン

ターテインメントの面ではゲームや書籍が売り

上げを伸ばし､“巣ごもり”で生まれる運動不足

やストレス対策になる、さまざまなオンライン

によるサービスや商品が売れました。 

 こうした生活スタイルの変化はいつまで続い

て、以前のような暮らしが戻るのはいつなので

しょうか。新型コロナウイルスに対するワクチ

ンや治療薬が開発されて普通に手に入るように

なるには、あと3年はかかると見ておいた方がい

いと思います。生活スタイルについては､キャッ

シュレスやリモートワーク、ネット通販の拡大

などはそのまま定着すると考えられます。衛生

管理や健康志向もますます強まるでしょう。 

 また、暮らしの中で、消費のベースとなる感

覚面でも変化したものがいろいろあります。例

えば、食事スタイルは大皿や鍋をみんなでつつ

くといったことは減り、小分けの料理が標準に

なるでしょう。消毒したといえども誰が触れた

か分からない容器の使い回しは嫌われるでしょ

うし、お店や公共機関などに置かれているチラ

シ、フリーペーパーなど配布物の在り方も見直

されるはずです。このように消費のメンタリ

ティーで重要な要素であったシェアや共感と

いった要素をどのような形で取り戻していくの

か、全てをオンラインに置き換えられないた

め、手探りの状態はまだしばらく続きそうです｡ 

 テクノロジーの進歩とアンチ3密の関係で見る

と､人間の介在を減らすAI化やロボット化は大き

く進むでしょうし､人の動きや集散を把握するセ

ンサー技術･画像処理技術も進化しそうです｡ 

 こうした大きな変化は、必ずしも大企業が有

利になるのではありません。むしろ大企業は対

応に時間もコストもかかるので、地方の個人事

業者にとってチャンスといえる、高付加価値で

ニッチな市場が多方面で生まれてくると考えら

れます。例えば、生活に必須となったマスク一

つとってみても、まだまださまざまな改良やア

イデアが盛り込まれる余地があると思います。 
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   新型コロナウイルス感染症対策へのお願い 

 当所では、新型コロナウイルス感染症防止対策の一環として、
下記の取組みを実施しております。ご来所のお客様にもご理解と

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

マスク着用 
当所職員もマスク着用で 

対応させていただきます。 

手指消毒 

 
アルコールでの手指の 

消毒にご協力ください。 

ご来所の 
お客様へ 

共済-福祉制度担当 

 越野 美子  村田 成子 曽我 祐介 

 長谷川 江美 甲斐 眞樹 玉野 清美 

本年も貴社の益々のご発展と皆様の 

ご健勝を心よりお祈り申し上げます 

令和３年 



令和3年1月1日発行（毎月1日発行)    ( ) 会 議 所 だ よ り 第429号（平成3年4月13日 第3種郵便物認可） 

 「j-prosper（繁栄）」で事業所の紹介をしませんか？ 掲載無料。１社１回のみ。 
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ＴＩＡＲＡ（ティアラ） 

(繁栄) 

 会員データ [代表] 木村 菜々 [住所] 〒610-0121城陽市寺田東ノ口2-8 [TEL] 0774-84-6301 

        [営業時間] 10時～19時 [定休日]毎週月曜･日曜不定休 [駐車場]2台有  

 昨年10月にオープンしましたネイル＆エステ

サロン｢TIARA-ティアラ-｣です。 

 当店は、高い技術力と丁寧な接客が自慢のサ

ロンです。実力派のネイリストが、どんなオー

ダーにもお応えし、思わず眺めてしまうような

デザインと美しいフォルムに仕上げます。安全

なパラジェルを使用することで爪にやさしく、

爪を強化し、手肌の荒れもケアします。 

 白を基調とした清潔感のある個室では、エス

テやフットケアなど1人1人に合った施術をお届

けします。新型トリプル痩身マシンを使用し、

気になる部分を集中的にアプローチ、脂肪を温

めながら燃焼させます。血行促進効果もあり、

肩こりや冷え性などの改善も期待できます。 

 コロナ感染症対策も徹底しておりますので、

安心してご来店いただけます。本当に来て良

かったと思っていただけるよう、心を込めた施

術をお約束いたしますので、是非とも皆様のご

来店を心よりお待ちしております。 

▲初回キャンペーン実施中 ▲エレガントで美しい指先に 

半
額 

交通部会 

活動報告 

 12月15日(火)アルプラザ城陽

にて開催された啓発活動に参加

しました。来店客に交通ルール

の順守や交通マナーの徹底を呼

びかけました。 

新たな食品営業の制度が始まります! 

 平成30年6月に食品衛生法が改正され、食品営業の制度、衛生管

理の方法が大きく見直されました。下記の新たな制度は、令和3年

6月1日から本格施行されますのでご注意ください。 

職員異動のお知らせ 

 令和2年12月28日(月)をもち

まして、当所職員の出口瞳(指

導課)が退職いたしました。 

 在職中は、公私ともに皆様の

温かいご指導とご厚情に支えら

れ、勤めさせていただけました

ことを深く感謝申し上げます。 
お問合せ先:京都府山城北保健所衛生課(℡0774-21-2912)  

◇食品営業許可制度の見直し 

 営業許可業種が34業種から32業種に再編されます。令和3年6月

1日時点で現行制度の営業許可がある事業者は、経過措置が設け

られており、ただちに手続きを行う必要はありません。既存業種

は現行許可の有効期限までは有効ですが、新設業種は令和6年5月

31日までに許可取得が必要となります｡ 

◇食品営業届出制度の創設 

原則、全ての食品等事業者に｢HACCPに沿った衛生管理｣が義務づ

けられることに伴い、営業許可の対象でない業種の営業者は、保

健所への届出が必要となりました｡すでに保健所に届出している

事業者も含め、届出営業に該当する全ての事業者は、令和3年6月

1日～11月30日までに届出が必要となります。 

◇HACCPに沿った衛生管理の制度化 

原則として、すべての食品事業者はHACCPに沿った衛生管理が必

要です。｢着手してみたけど、進んでいない･･･｣と言うお店は、

山北保健所(0774-21-2912)のHACCP相談日(毎月第4火曜日)を是非

ともご活用ください。 
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 感染拡大防止のため一部ご利用に制限があります。 

視聴にはＩＤとパスワードが必要です。 

詳しくは当所までお問合せください。  

   ℡ 0774-52-6866 

 

新型コロナウイルス対策 

(無料動画)配信中 

各セミナーの詳細は、折込チラシをご覧いただくか当所(℡52-6866)までお問い合せください。 

㈱セルファクト 代表取締役 

産業カウンセラー 

 当選券(お買物券)の金券精算

を下記のとおり実施します。 

大謝恩フェア金券精算 

「Emotet」(エモテット)と呼ばれるウイルスへの感染を狙うメールが確認されています。ご注意ください!!  

セミナー・講演会開催のお知らせ 聴講 

無料 

現役フリーアナウンサー 

テレビショッピング 

デモンストレーター 

福村 多美子 氏 

2月18日    

先着２０名 

13:30～16:30   
令和３年   

当所 会議室    

｢城陽市プレミアム付商品券２０２０｣換金について 

令和３年1月28日    

先着１００名 

※事前予約が必要です。 

15:00～16:00   

法政大学大学院 

政策創造研究科教授 

真壁 昭夫 氏 

文化パルク城陽 西館２Ｆ 

ふれあいホール    

岩城 徹也 氏 

1月26日    
当所 会議室    
先着２０名 

14:00～16:00   
令和３年   

これからの経営を見据えた 

令和３年1月23日   
久御山町商工会 

先着２０名 

めざせ創業、 
あなたの夢を現実に! 

30日  
2月6日   9：30～17:00   

宇城久区域の3つの商工会議所･商工会が手を 

結び創業･経営革新を進める企業を応援します。 

【精算日】 

 令和3年2月26日(金)まで 

【場  所】 

 当所(平日9時30分～16時まで) 

【金  券】 

 ・５００円の当選券 

 ・右記お買物券 

商品券の換金方法は下記のとおりです。  

･換金方法 1回の換金額が 

     [10万円未満の場合]現金にてその場でお支払いします。 

      城陽商工会議所(平日9時30分～16時30分) 

     [10万円以上の場合]後日当所から指定口座へ振込ます。 

      京都銀行 城陽･久津川･富野荘支店(平日9時～15時) 

     [持参物]①使用済み商品券(裏面押印済)②登録証明書 

      枚数・合計金額は把握のうえお持ちください。 

･換金手数料 会員 無料／非会員 5％ 

･換金期限  令和3年3月15日(月)まで 

 商品券利用期間 令和３年２月１５日(月)まで 


